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令和３年度 第２回 南大隅町議会定例会８月会議 会議録（第１号） 
 

招集年月日   令和３年 ４月 ２８日 

招集の場所   南大隅町議会議事堂 

開   会   令和３年 ４月 ２８日 

 

開   議   令和３年 ８月 １１日  午前１０時００分 

 

応 召 議 員    全   員 

不応召議員    な   し 

出席議員     

１番 後 藤 道 子 君 ６番 上 之 園 健 三 君 １０番 幸 福 恵 吾 君 

２番 森 田 重 義 君 ７番 津 崎 淳 子 君 １１番 大 坪 満 寿 子 君 

３番 日 髙 孝 壽 君 ８番 平 瀬 十 助 君 １２番 木 佐 貫 徳 和 君 

５番 浪 瀬 敦 郎 君 ９番 大 村 明 雄 君 １３番 松 元 勇 治 君 

 

欠席議員    な   し 

 

会 議 録 署 名 議 員：（１番）後藤 道子 君 （２番）森田 重義 君 

 

職務の為の出席者：（議会事務局長）川元 俊朗 君 （書記）平瀨戸 ゆかり君 

                          （書記）土持  一  君 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

町 長 石 畑 博 君 介 護 福 祉 課 長 中 村 喜 寿 君 

副 町 長 不 在 経 済 課 長 新 保 哲 郎 君 

教 育 長 山 﨑 洋 一 君 教 育 振 興 課 長 上 大 川 秋 広 君 

総 務 課 長 相 羽 康 徳 君 税 務 課 長 下 園 敬 二 君 

支 所 長 川 越 貢 君 建 設 課 長 中 之 浦 伸 一 君 

会 計 管 理 者 黒 江 鳴 美 君 町 民 保 健 課 長 黒 木 秀 君 

企 画 課 長 熊 之 細 等 君 総務課課長補佐 古 殿 裕 一 郎 君 

商 工 観 光 課 長 愛 甲 真 一 君 総 務 課 係 長 原 琢 磨 君 

 

議 事 日 程 ： 別紙のとおり 

会議に付した事件 ： 議事日程のとおり 

議 事 の 経 過 ： 別紙のとおり 

 

散   会    令和３年 ８月 １１日 午前１０時０４分 
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議 事 日 程 

 

        

日程第  １     会 議 録 署 名 議 員 の 指 名      

 

日程第  ２     審議期間の決定      

 

（ 議案上程・説明・質疑・討論・採決 ）        

 

日程第 ３ 議案第１１号 損害賠償額の決定について議決を求める件  
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▼ 開 会 

 

議長（松元勇治君） 

ただいまから、令和3年度第2回南大隅町議会定例会8月会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ配付いたしましたのでご了承願います。 

 

 

▼ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（松元勇治君） 

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第121条の規定によって、後藤道子さん及び森田重義君を指名

します。 

 

 

▼ 日程第２ 審議期間の決定の件 

 

議長（松元勇治君） 

日程第2 審議期間の決定の件を議題とします。 

8月会議の審議期間は、本日のみ1日間としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

「なし。」 という者あり 

 

議長（松元勇治君） 

異議なしと認めます。 

したがって、8月会議の審議期間は、本日のみの1日間に決定しました。 

 

 

▼ 日程第３ 議案第11号 損害賠償額の決定について議決を求める件について 

 

議長（松元勇治君） 

日程第3 議案第11号 損害賠償額の決定について議決を求める件についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

[  町長  石畑 博 君  登壇  ] 

 

町長（石畑博君） 

おはようございます。 

議案第11号は、損害賠償額の決定について議決を求める件についてであります。 

本件は、国道269号線上において発生しました自動車事故に係る車両の損傷について損害賠

償の額を決定し、示談するため、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定に基づき議決
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をお願いするものであります。 

当該事故につきましては、令和3年7月12日、午後2時頃、本庁経済課職員が公用車を運転し

て帰庁中に発生し、過失割合から、町が2者に対しての賠償責任を負うものであります。 

2者との示談協議を進めてまいりましたが、損害賠償額として総額1百24万8千円を支払うこ

とで示談合意が整い、本件事故の解決を図るものであります。 

よろしくご審議、ご決定くださいますようお願いいたします。 

 

議長（松元勇治君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

「なし。」 という者あり 

 

議長（松元勇治君） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

「なし。」 という者あり 

 

議長（松元勇治君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第11号 損害賠償額の決定について議決を求める件についてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、議案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

「なし。」 という者あり 

 

議長（松元勇治君） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第11号 損害賠償額の決定について議決を求める件については、原案のと

おり可決されました。 

 

 

▼ 散 会 

 

議長（松元勇治君） 

以上で全部の日程を終了しました。 

令和3年度第2回南大隅町議会定例会8月会議を散会します。 

 

 

散  会 ： 令和３年 ８月１１日  午前１０時 ４分 


